
58

環境配慮報告書等の様式（案）

59

環境配慮報告書等の様式（案）

環境配慮チェックリスト



60

環境配慮報告書等の様式（案）

61

環境配慮報告書等の様式（案）



60

環境配慮報告書等の様式（案）

61

環境配慮報告書等の様式（案）



62

環境配慮報告書等の様式（案）

63

環境配慮報告書等の様式（案）



62

環境配慮報告書等の様式（案）

63

環境配慮報告書等の様式（案）



64

環境配慮報告書等の様式（案）

65

環境配慮報告書等の様式（案）



64

環境配慮報告書等の様式（案）

65

環境配慮報告書等の様式（案）



66

環境配慮報告書等の様式（案）

67

環境配慮報告書等の様式（案）



66

環境配慮報告書等の様式（案）

67

環境配慮報告書等の様式（案）



68

環境配慮報告書等の様式（案）

69

環境配慮報告書等の様式（案）



68

環境配慮報告書等の様式（案）

69

環境配慮報告書等の様式（案）



70

環境配慮報告書等の様式（案）

71

環境配慮報告書等の様式（案）



70

環境配慮報告書等の様式（案）

71

環境配慮報告書等の様式（案）



72

環境配慮報告書等の様式（案）

73

環境配慮報告書等の様式（案）



72

環境配慮報告書等の様式（案）

73

環境配慮報告書等の様式（案）



74

環境配慮報告書等の様式（案）

75

環境配慮報告書等の様式（案）



74

環境配慮報告書等の様式（案）

75

環境配慮報告書等の様式（案）



76

環境配慮報告書等の様式（案）

77

環境配慮報告書等の様式（案）



76

環境配慮報告書等の様式（案）

77

環境配慮報告書等の様式（案）



78

環境配慮報告書等の様式（案）

79

環境配慮報告書等の様式（案）



78

環境配慮報告書等の様式（案）

79

環境配慮報告書等の様式（案）



80

環境配慮報告書等の様式（案）

81

環境配慮報告書等の様式（案）



80

環境配慮報告書等の様式（案）

81

環境配慮報告書等の様式（案）



82

環境配慮報告書等の様式（案）

83

環境配慮報告書等の様式（案）



82

環境配慮報告書等の様式（案）

83

環境配慮報告書等の様式（案）



84

環境配慮報告書等の様式（案）

85

環境配慮報告書等の様式（案）



84

環境配慮報告書等の様式（案）

85

環境配慮報告書等の様式（案）



参考

徳島県公共事業環境配慮指針検討委員会 委員名簿                （敬称略）

氏 名 所 属・役職名

委員長 岡部 健士 徳島大学工学部建設工学科 教授

副委員長 中野 晋 徳島大学工学部建設工学科 助教授

委 員

鎌田 磨人 徳島大学工学部建設工学科 助教授

福留 脩文 高知大学 非常勤講師

田村 秀夫 財団法人リバーフロント整備センター 研究第一部次長

和田 雅和 国土交通省四国地方整備局 四国技術事務所 技術課長

佐藤 陽一 徳島県立博物館 専門学芸員

小川 誠 徳島県立博物館 主任学芸員

（平成 15 年６月現在）



あとがき

 本県の公共事業において環境配慮を実行するための仕組みには、環境影響評価法、徳島県環

境影響評価条例がある。しかし、いずれも適用義務の規模要件が大きいために、実質的な環境

配慮がなされないままに実施されてきた事業が数多くある。一方、県民は近年、きめ細かな環

境配慮を望むようになってきており、特に、希少生物や生態系の保全・復元には積極的な施策

の展開を強く求めるようになってきている。こうした社会の動きの中で、徳島県公共工事環境

配慮指針の見直しを徳島県が行うこととなり、その内容に関する抜本的な検討が「徳島県公共

事業環境配慮指針検討委員会」（以下、委員会という）に委嘱された。

 本指針が本県の公共事業における環境配慮の仕組みとして極めて重要な役割を有するという

全委員の共通認識に基づき、本委員会では、本県が実施する全ての公共事業に適用することを

目標としつつ、内容や形態についての検討を重ねてきた。このため、準備会を含め合計４回開

催された委員会では、毎回、白熱した議論が展開された。

 その結果策定された本指針の特色としては、まず、環境配慮報告書と環境配慮チェックリス

トの制度を設けるとともに、環境配慮アドバイザー制度を導入し、第三者がそれらを照査・評

価する仕組みを構築したことを挙げることができる。また、モニタリングの実施についても明

確に規定し、いわゆる順応的管理 (adaptive management) の実現を目指したこと、さらに、こうし

た環境配慮への取り組みにおける一つの具体的な目標像として、「とくしまビオトープ・プラン」

に掲げられた県全体のビオトープ・ネットワーク方針図を掲げたことも注目に値する。これら

はいずれも内容的に全国に先駆けるものであり、「環境首都とくしま」の先進性を十分に示した

ものとなっている。

 本指針の検討と並行して、「徳島県環境基本計画」や農林水産部農山村整備局の「徳島県田園

環境配慮マニュアル」も策定されつつあった。また、県民環境部においては希少野生動植物の

保全に向けた新たな検討も始まった。本委員会には、それらの委員会にも参画している委員が

含まれていたため、関連する庁内の動きや考え方を聴取しながら、それらとも十分に整合した

指針となるように配慮した。

 しかし、道路事業や河川事業をはじめ、本県における全ての公共事業を対象にできるような

環境配慮指針を策定しておきたいとする目標の大きさから、環境配慮報告書と環境配慮チェッ

クリストの作成を義務づける事業の規模の規定、両者に関する情報公開の範囲と方法、県民、

NGO・NPO との協働のあり方など、その詳細は試行を経て決定すべきものとして今後の検討に

委ねられた課題もいくつかある。その際には、本委員会のような第三者を交えた評価や議論も

行いながら実効性のある結論に到達されるよう、関係諸氏に強くお願いしておきたい。

 最後に、本指針が公共事業に携わる県庁職員ばかりでなく、広く県民、県内の NGO ･ NPO、

コンサルタント等にも読まれるものとなること、そして、それぞれの立場においてより一層の

努力が重ねられ、公共事業における環境保全がこれまでにも増して図られるようになることを

切に期待する次第である。

「徳島県公共事業環境配慮指針検討委員会」を代表して

委員長 岡部健士  
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